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（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現状 

  当会を取り巻く地域の災害発生状況および想定される災害発生の情報は、袖ケ浦市が策

定した袖ケ浦市地域防災計画（令和３年度改訂）やハザードマップを基に現状分析を行う。 

 

１ 地域の災害リスク 

（１）洪水 

    当市の防災計画によると、市域内を流れる小櫃川については、千葉県による浸水被

害想定調査が行われている。これをみると、河川沿いに浸水深 0.5～3.0ｍ未満の区域

が広範に広がっており、河口付近には浸水深 3.0～5.0ｍの区域も存在している。その

他の河川では、浮戸川、笠上川、浜宿川、久保田川、蔵波川、境川、大月川について、

独自に浸水シミュレーションを実施し、その結果を防災マップにまとめている。これ

をみると、いずれの河川も浸水深が 0.5ｍ未満の区域が存在しており、特に、久保田

川上流域、蔵波川下流域、浮戸川流域、境川流域に広くみられる。中でも浮戸川沿い

においては、浸水面積が広範に及び、浸水深が 0.5～1.0ｍ未満の区域や 1.0～2.0ｍ未

満の区域も点在している。 

    これらの浸水区域の大部分は農地等であるが、浮戸川や蔵波川の浸水区域では市街

地（商工業地区等）への浸水がある。 
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【参考文献：袖ケ浦市地域防災計画 第３編 風水害等 編 第１章 総則より】 

 

 

（２）土砂災害 

    当市の防災計画によると、市内には大小合わせて、177 箇所の急傾斜地崩壊危険箇

所が存在する。土砂災害警戒区域に 5 箇所が指定されており、急傾斜地崩壊危険区域

には 17 箇所が指定されている。しかしながら、危険箇所の多くは商工業者が点在ある

いは集積しているエリアから外れ、人口もまばらな地点となっている。 

 

（３）地震および津波 

    政府の地震調査研究推進本部によると、千葉県を含む南関東地域で今後 30 年以内

にマグニチュード７程度の地震が発生する確率は 70％程度とされており、大規模地震

発生の蓋然性が高い状況にある。 

なお、当市における昭和以後のデータで最大の地震被災は 1987 年 千葉県東方沖地

震(Ｍ6.7)による瓦の落下など市内小被害 2150 件・がけ崩れ３ヶ所がある。このとき

地震計が市内に無かったため正確な震度は不明とされている。 

次に、袖ケ浦市が想定する津波モデルは、「元禄地震（1703 年）津波」と「東京湾

口 10ｍクラス津波」の２つの津波モデルである。 

元禄関東地震(1703年・推定 M8.2)クラスの想定において、最大津波高は、袖ケ浦市

代宿の最大津波高 1.5ｍで、第一波の最速到達時間は、南袖の約 36 分と予測されて

いる。（防潮施設が機能しない場合と機能する場合共に同じ結果）。 

東京湾口 10ｍクラス津波襲来時の最大津波高は、袖ケ浦市代宿の最大津波高 2.4

ｍで、第一波の最速到達時間は、今井の約 22 分と予測されている。（防潮施設が機能

しない場合、機能する場合共に同様） 
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最大クラスの地震と津波の新たな予測では、浮戸川の逆流や隣接する木更津市方面

の護岸されていない漁港や自然の海岸から木更津市・袖ケ浦市の標高 0.5～3m 地域へ

0.30m～2.0m までの浸水が予想さる。この場合でも袖ケ浦市商工会館は標高 25m の高

台に立地するため、水害被害は想定されていない。(下図) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

袖ケ浦市商工会(25m) 



4 

 

（４）その他 

令和元年 9月 9日未明に当市を襲った台風第 15号は、極めて強い暴風と豪雨により、市内

全域において家屋や農業施設などに甚大な被害を及ぼした。最大で 2,000 軒の断水や、長期

(約１週間)にわたる停電が最大で 16,000軒発生し、3,600 棟余の住家が全壊・大規模半壊・

半壊・一部損壊するなど未曾有の被害が発生し、袖ケ浦市における戦後最大の自然災害とな

った。また、市内においては食料品や生活必需品が店頭から無くなり、ガソリンを入れるた

めに何時間も並ぶなど、市民生活に大きな影響が発生した。 
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２ 商工業者の状況 (令和６年４月１日現在) 

（１）商工業者数   １，２９７人 

（２）小規模事業者数 １，２２９人  

   内 訳 

業 種 商工業者数 小規模事業者数 備考(立地状況等) 

建設業 ３６５ ３６０ 市内に広く分散している 

製造業 ９９ ８２ 点在している 

卸売業 １７ １６ 少数が点在している 

小売業 ２３５ ２２２ 
ＪＲ駅周辺に多いが、市内

にも広く分散している 

飲食業 ２１４ ２１３ 市内に広く分散している 

サービス業 ２７１ ２５２ 市内に広く分散している 

その他 ９６ ８４ 市内に広く分散している 

合 計 １２９７ １２２９  

      （出典：商工業者数 経済センサス 小規模事業者数 商工会調査名簿） 

 

３ これまでの取組 

 （１）当市の取組 

   ① 袖ケ浦市地域防災計画に基づく災害対策 

袖ケ浦市では、袖ケ浦市防災会議が災害対策基本法（昭和36 年法第223 号）第

42条の規定に基づき、袖ケ浦市に係わる風水害、地震津波災害をはじめとする大規

模災害や、海難事故や大規模火災、道路事故等の大規模な事故災害に関し、袖ケ浦

市及び防災関係機関が全機能を有効に発揮し、市民の協力のもとに、市の地域並び

に市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的に、「袖ケ浦市地域防

災計画」を策定している。計画は、総則編、地震・津波編、風水害等編、大規模事

故編及び資料編で構成されており、直近では令和３年度に改訂している。 

   ② 防災訓練の実施 

     袖ケ浦市では毎年度、地震等の大規模災害に備え、市及び関係機関が連携し、地

域住民と一体となった総合防災訓練を実施している。 

   ③ 防災備品の備蓄 

     災害時は、平常時には予測のできない市場流通の混乱や物資の入手難等が想定さ

れる。道路の復旧とともに流通機構がある程度回復し、また他地域からの救援物資

が到着するまでの間、市民の生活を確保するために生活必需品等の備蓄や調達体制

の整備に努めている。 

 

 （２）当会の取組 

   ① ＢＣＰ（事業継続計画）に関する各種施策の周知 

   ② 損害保険会社（千葉県火災共済協同組合等）と連携した損害保険への加入促進 

   ③ 被災事業者に対する各種補助金申請の支援（小規模事業者持続化補助金や県の災

害復旧補助金等） 

   ④ 日本政策金融公庫や県市などの公的な各種融資制度の斡旋 

   ⑤ 国、県及び市が行った商工業関係被害状況調査への協力 
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Ⅱ 課題 

１ 当市の防災計画では、公共的団体その他防災上重要な施設の管理者一覧に商工会の取

り組むべき内容が記載されているが、その内容は商工業関係被害状況調査の協力や救助

用物資、復旧資材の確保についての協力、融資の取りまとめ・斡旋等と漠然的な記載に

とどまっている。災害が多発している近年の状況下において被災からの早期の復旧・復

興を目指し、経済的被害を最小限にとどめるためには、当会と当市の間における緊急時

のより具体的な取組みや協力体制の構築等が必要となっている。 

 

２ 当会職員が被災した場合に機動力を失うことになるため、千葉県商工会連合会等との

応援体制の構築等が必要となっている。 

 

３ ＢＣＰ（事業継続計画）を策定している小規模事業者はフランチャイズに加盟してい

るコンビニ等のごく一部に限られており、多少の推進はされたが小規模事業者のほとん

どが策定していない。 

 

４ 災害に関する平時・緊急時の対応（各種損害保険やＢＣＰ（事業継続計画）の作成等）

を推進するノウハウを持った人員が不足している。 

 

 

Ⅲ 目標 

 １ 発災時における連絡を円滑に行うため、当会と当市との間における被害情報報告ルー

トを構築する。 

 ２ 発災後、速やかな復興支援策が行えるよう当会における体制と千葉県商工会連合会等

の関係機関との連携体制を構築する。 

 ３ ＢＣＰ（事業継続計画）策定率の向上に向けて、地区内小規模事業者に対して災害リ

スクの認識と事前対策の必要性を周知する。 

 ４ 各種研修会へ当会経営指導員を派遣し、各種損害保険やＢＣＰ（事業継続計画）作成

等を推進するためのノウハウや知識の習得を通じて資質の向上を図る。 

 

※ 上記内容に変更が生じた場合は、速やかに千葉県へ報告する。 
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事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

Ⅰ 事業継続力強化支援事業の実施期間(令和７年４月１日～令和１２年３月３１日) 

 

Ⅱ 事業継続力強化支援事業の内容 

  当会と当市の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

 １ 事前の対策 

（１）小規模事業者に対する災害リスクの周知 

   ① 当会職員（経営指導員等）による巡回指導時に、ハザードマップ等を用いて 

事業所立地場所の自然災害等のリスク及びその影響を軽減するための取組や対 

策(事業休業への備え、水災補償等の損害保険・共済加入、行政の支援策の活用 

等）について説明する。 

   ② 市広報や商工会報、当会のホームページ等において、国・県の施策の紹介や

リスク対策の必要性、各種損害保険の概要、事業者ＢＣＰ（事業継続計画）を

策定した小規模事業者の事例紹介等を行う。 

③小規模事業者に対し、事業者ＢＣＰ（即時に取組可能な簡易的なものを含む） 

策定による実効性のある取組の推進や、効果的な訓練等について指導及び助言 

を行う。 

   ④事業継続の取組に関する専門家を招き、小規模事業者に対する普及啓発セミナ 

ーや行政の施策の紹介、整備すべき損害保険の紹介等を実施する。 

   ⑤新型ウイルス感染症は、いつでもどこでも発生する可能性があり、感染の状況 

も日々変化するため、事業者には常に最新の正しい情報を入手し、デマに惑わ 

されることなく、冷静に対応することを周知する。 

   ⑥新型ウイルス感染症に関しては業種別ガイドラインに基づき、感染拡大防止策 

    等について事業者への周知を行うとともに、今後の感染症対策に繋がる支援を 

実施する。 

   ⑦事業者へ、マスクや消毒液等の一定量の備蓄、オフィス内換気設備の設置、 

ＩＴやテレワーク環境を整備するための情報や支援策等を提供する。 

 

 （２）商工会自身の事業継続計画の作成 

    令和２年度に危機管理マニュアルを策定 

 

 （３）関係団体等との連携 

   ① 損害保険会社等と連携し、小規模事業者を対象に損害保険加入説明会や損害

保険見直しのための個別相談会等を開催する。 

開催目標 

内 容 R７ R８ R９ R１０ R１１ 

損害保険加入・見直し 

個別相談会等開催回数 
２ ２ ２ ２ ２ 

   ② 金融機関等の関係機関へハザードマップや損害保険への加入に向けた各種ポ

スターの掲示、パンフレットの設置を依頼する。 

   ③ 被災した小規模事業者が低金利融資を受けられるように、金融機関と連携す

る。 

   ④ 被災した小規模事業者が事業設備等を早期復旧できるように優先的な修繕・
修理に向けて、建設・設備等の関連団体と連携する。 
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 （４）フォローアップ 

   ① 中小企業等経営力強化法に基づく「事業継続力強化認定企業」に対してその

取組み（策定したＢＣＰ計画の遂行）支援を実施する。 

   ② ＢＣＰ（事業継続計画）策定個別相談会等に出席した小規模事業者に対して

専門家を派遣し、ＢＣＰ（事業継続計画）策定に向けての具体的な支援を実施。 

   ③ 当会に事業継続力強化支援協議会（構成員：当市担当者、当会正副会長）を必

要に応じて設置し、小規模事業者のＢＣＰ（事業継続計画）への取組み状況等

について協議する。 

 （５）当該計画に係る訓練の実施 

    年に一度、様々な自然災害（マグニチュード７の地震等）が発生したと仮定し、

当会と当市とで連絡ルートの確認等を実施する。なお、９月１日に当市主催によ

る大規模な災害訓練が実施されるため、当該計画に係る訓練は必要に応じての実

施とする。 

（６）防災備品の購入 
   毎年度、当会財源の可能な範囲内で自然災害等による停電等に備えて発電機や

携帯充電用備品、ブルーシート等の防災備品を購入する。また、品目によっては
使用期限があるので、順次廃棄購入とローテーションしてゆく。 

 

防災備品 購入一覧 

種 類 個 数 種 類 個 数 

防寒アルミシート 200枚 懐中電灯・ランタン 10基 

簡易防寒具（カイロ等） 200個 乾電池 適宜 

ヘルメット 10個 ラジオ付き手動式携帯電話充電器 3台 

作業用ゴム手袋 20双 非常用簡易トイレ 8基 

軍手 200双 ポケットティッシュ 500個 

簡易雨具 200枚 マッチ・ライター 適宜 

スリッパ 150組 防虫スプレー 適宜 

飲料水 ２Ｌ相当 150個 発電機 （各階１基） 3基 

非常用食料主菜(5年保存) 600食 非常用ポリタンク 10個 

非常用食料副菜(5年保存) 600食 電気ポット・ポット 8基 

簡易食器 200枚 扇風機 （夏季用） 8基 

救急セット 3組 先平スコップ 5本 

土嚢袋 20枚 脚立(1基は 7m長型) 3基 

ブルーシート 20枚 ジャッキ(1基は大型) 5基 

トイレットペーパー 300 ﾛｰﾙ マスク 500枚 

タオル 200枚 ハンドアルコール 10本 

ハンドソープ 10個 抗菌アルコール 10本 
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※会議室の面積が 484 ㎡（3 階大会議室 309.5 ㎡・2 階中会議室 103.7 ㎡・2 階小会議室

70.8 ㎡）であるため、≪緊急対応初期の段階で就寝可能な専有面積 2 ㎡/1 人の基準≫又

は、≪避難が長期化し荷物置場を含めた専有面積 3 ㎡/1 人の基準≫を考慮すると避難受

入人数は最大 242 人～161 人となるが、トイレの規模等から現実的な避難受入人数を

100 名程度と予測して備蓄する。(食料については 3 日分) 

※上記防災備品は本計画期間中（令和７年度から令和１１年度）に整備購入する。期限の 

ない機器や消耗品については確認状況により更新する。 

 

２ 発災後の対策  

   自然災害等発災時には、人命救助が第一であることは言うまでもない。その上で

下記の手順で地区内の被害状況を把握し、関係機関へ連絡する。 

 

 （１）応急対策の実施可否の確認 

   ①当会事務局長は発災後２時間以内に職員緊急連絡網やＳＮＳ等により、職員の

安否と業務従事の可否を確認する。 

      ※事務局長が被災した場合は次席の者等が職員緊急連絡網等を指揮する。 

②業務従事が可能な当会職員が把握した大まかな被害状況（家屋被害や道路状況

等）は当会と当市で共有する。 

③国内感染者発生後には、職員の体調確認を行うとともに、事業所の消毒、職員

の手洗い・うがい等の徹底を行う。 

④感染症流行や、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条に基づき、政府に 

よる「緊急事態宣言」が出た場合は、袖ケ浦市における感染症対策本部設置に

基づき当会による感染症対策を行う。 

 

 

 

 （２）応急対策の方針決定 

   ① 当会職員の自然災害等発災時における出勤は次のとおりとする。 

   （ア）職員自身の目線で命の危険を感じる豪雨等状況の場合は、出勤せず、職員自

身がまず安全を確保し、警報解除後に出勤する。 

   （イ）道路の陥没や崖崩れ等により交通の遮断等がある場合は、出勤せず、安全が

確認された後に出勤する。 

   （ウ）家族が被災した場合は、出勤せず家族の身の安全が確保された後に出勤す

る。 

② 当会職員全員または大多数が被災等により応急対策に従事できない場合の役

割分担は次のとおりとする。 

地区名 役職名 人数 応急対策の内容 

長浦地区 理事 ３人 大まかな被害状況の把握等 

昭和・根形地区 理事 ３人 〃 

平川地区 理事 ５人 〃 

 

   ③ 当会による大まかな被害状況の把握は２日以内に実施し、その状況を当会と

当市で共有する。 
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 （袖ケ浦市商工会と袖ケ浦市で共有する被害規模等の目安） 

被害規模 被害状況 

大規模な被害が
ある 

・地区内 10％以上の事業所で、「瓦が落ちる」、「窓ガラスが割れる」
等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内 1％以上の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」等
大きな被害が発生している。 

・被害が見込まれている地域において連絡が取れない、もしくは、
交通網が遮断されており、確認ができない。 

中規模な被害が
ある 

・地区内 5％程度の事業所で、「瓦が落ちる」、「窓ガラスが割れる」
等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内 0.5％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」
等大きな被害が発生している。 

被害がある 

・地区内 1％程度の事業所で、「瓦が落ちる」、「窓ガラスが割れる」
等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内 0.1％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」
等大きな被害が発生している。 

ほぼ被害はない ・目立った被害の情報がない 

      ※連絡の取れない地域は、大規模な被害が生じている可能性があると考える。 

 

④ 袖ケ浦市商工会と袖ケ浦市とは災害時、以下の間隔で被害情報等を共有する。 

 

発災後～１週間 １日に２回以上共有する。 

必要に応じて追加する 

２週間～３週間 １日に２回共有する 

３週間～１ヶ月 １日に１回共有する 

２ヶ月以降 ２日に１回共有する 

     ※電話・ＦＡＸ・メール・携帯等による通常の連絡が不通の場合には商工会が直接

市役所担当課を訪問し、被害情報等を報告する。 

 

 

３ 発災時における指示命令系統・連絡体制 

（１）自然災害発生時における地区内の小規模事業者の被害状況の迅速な報告及び指

揮命令を円滑に行うための連絡ルートは次のとおりとする。 

    ※塗りつぶしの矢印が、主たる情報収集・連絡ルート 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

（２）二次被害を防止するための被災地域での活動は次のとおりとする。 

   当会及び当市からの要請等に基づき、当会の役員と総代が二次被害を防止する

千葉県商工労働部 経済産業局等

 

袖ケ浦市 

千葉県商工会連合会 

袖ケ浦市商工会 
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ための諸活動を実施する。 

※役員及び総代は被災地域以外の者とする。 

 

 （３）当会と当市は被害状況の確認方法や被害額（合計、建物、設備、商品等）の算

定方法について次のとおりとする。 

   ① 確認方法 

     当会の役員、総代及び職員で構成する「災害復旧支援班」を組織し、被災事

業所を実訪してヒアリング調査等を実施する。 

構成員／班長：役員１名  班員：総代２名、職員１名 

  ※役員及び総代は被災地域以外の者とする。 

   ② 被害額の算定方法 

     被害額（合計、建物、設備、商品等）の算定方法について、当会と当市であ

らかじめ確認しておく。なお、国や県から指示があった場合は、その指示に基

づいて算定する。 

 

 （４）当会と当市が共有した上記の（２）及び（３）の情報は千葉県の指定する方に

て当市より千葉県へ報告するとともに当会より千葉県商工会連合会へ報告する。 

  

４ 応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援 

   当会による支援は次のとおりとする。 
 （１）当会の大会議室等を避難場所として開放する。 
 （２）当会の電源を携帯電話充電のために開放する。 

（３）当会の発電機等機材を貸出する。 

（４）ブルーシート等を配布する。 

（５）経営や資金繰り等の相談窓口の開設について袖ケ浦市と相談し、安全性が確認

された場所において相談窓口を設置する。 

 （６）当会は、国から依頼を受けた場合は、安全性が確認された場所において経営や 

資金繰り等の特別相談窓口を設置する。 

 （７）前記３の（３）で収集した被害状況等をもとに、地区内小規模事業者等の被害 

状況の詳細を確認する。 

 （８）応急時に有効な被災事業者施策（国、県、市の施策）について、地区内小規模事

業者等へ周知する。 

 （９）地区内小規模事業者等向けに被災事業者施策（国、県、市の施策）ついての説明

会及び個別相談会を開催する。 

 

 ５ 地区内小規模事業者に対する復興支援 

 （１）千葉県の方針に従って、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者に対し

支援を実施する。 

 （２）被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域から

の応援派遣等を千葉県商工会連合会等に相談する。 

 （３）被災小規模事業者が補助金や復興助成金等を申請する場合の書類作成等の支援

を実施する。 

 （４）日本政策金融公庫・千葉県制度融資（セーフティネット資金・一般枠）等の融資

を斡旋する。 

（５）事業再建計画の策定を支援する。 

（６）市内商店会の災害復旧・復興事業を支援する。 
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 ６ 感染症対策 

   新型コロナウイルス等の感染症対策は次のとおりとする。 

（１）事前の対策 

  ① Web 会議や交代勤務（在宅勤務）の導入に向けて必要なパソコン等の機器や

通信環境等を整備する。 

   ② 消毒液やマスク等を事前に購入して備蓄する。 

     （注）前記Ⅱの１の（６）の主な防災備品購入一覧に記載のとおり 

 

（２）感染症等流行時の対策 

  ① 当会職員を２班に分けて編成し、交代勤務（在宅勤務）を導入する。 

  ② 通常総会、理事会及び正副会長会議等の商工会の管理・運営に必要な会議は

書面議決とする。 

  ③ マスク消毒液等が不足している小規模事業者へ事業維持のためこれらを配布

する。 

   ④ 当会職員のいずれかが感染した場合は保健所や県等の指示に従うものとし、

場合によっては事務所を閉鎖する。 

 

 ７ その他 

   上記内容に変更が生じた場合には、速やかに千葉県に報告する。 
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（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和７年４月現在） 

Ⅰ 実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Ⅱ 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に
規定する経営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 
  １ 当該経営指導員の氏名、連絡先 
    経営指導員 大熊 賢滋（連絡先は下記Ⅲ－１参照） 
 
  ２ 当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度等） 

（１）本計画の具体的な取組の企画や実行 

（２）本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 
 
 Ⅲ 商工会／関係市町村連絡先 
 
  １ 袖ケ浦市商工会 
    〒２９９－０２６１  袖ケ浦市福王台３－１－３ 
     ℡ ０４３８－６２－０５３９   Fax ０４３８－６２－７４２２ 
      Ｅ－ｍａｉｌ：info@sodegaura.or.jp 
 
  ２ 袖ケ浦市役所  商工観光課 

〒２９９－０２９２  袖ケ浦市坂戸市場 1番地 1 
℡ ０４３８－６２－３４２８   Fax ０４３８－６２－７４８５ 
Ｅ－ｍａｉｌ：sode19@city.sodegaura.chiba.jp 

袖ケ浦市 
環境経済部長 

袖ケ浦市 
商工観光課 連絡調整 連携 

 

袖ケ浦市商工会 
事務局長 

袖ケ浦市商工会 
 

指
示 

報
告 

法定経営指導員 
 

報
告 

指
示 

袖ケ浦市 
防災安全課 

確認 
 

連携 
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（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

 

（単位：千円） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

必要な資金の額 ２５０ ２５０ ２５０ ２５０ ２５０ 

  
ＢＣＰ策定個別
相談会開催費 
通信費他 
 
 
防災備品 
購入費 
 

 
 
 

５０ 
 
 
 

２００ 
 
 
 

 
 
 

５０ 
 
 
 

２００ 
 
 

 

 
 
 

５０ 
 
 
 

２００ 
 
 

 

 
 
 

５０ 
 
 
 

２００ 
 
 

 

 
 
 

５０ 
 
 
 

２００ 
 
 

 

※ＢＣＰ策定事業者へ派遣する専門家の謝金等は派遣元負担のため不要 

※損害保険の加入及び見直し個別相談会の相談員経費は派遣元負担のため不要 

 

 

調 達 方 法 

会費収入、事業収入、手数料収入、千葉県小規模補助金等 
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（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を

連携して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

東京海上日動火災保険株式会社 千葉支店木更津支社 支社長 長南 徹 

千葉県木更津市大和２－３－５ 木更津東京海上日動ビル２Ｆ 

℡ 0438-23-4431  FAX 050-3385-7448 

連携して実施する事業の内容 

①災害リスクの周知と損害保険の加入個別相談会等の開催 

②損害保険見直しのための個別相談会等の開催 

③ＢＣＰ（事業継続計画）策定個別相談会の開催 

④ＢＣＰ（事業継続計画）策定に具体的に取組む小規模事業者への専門家派遣 

連携して事業を実施する者の役割 

①災害リスクの周知と損害保険の加入個別相談会等へ職員（社員）を派遣 

②損害保険見直しのための個別相談会等へ職員（社員）を派遣 

③ＢＣＰ（事業継続計画）策定個別相談会の講師（中小企業診断士等）を紹介・斡旋 

④ＢＣＰ（事業継続計画）策定に具体的に取組む小規模事業者を支援するために専門家

派遣制度によって専門家（中小企業診断士等）を派遣 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

袖ケ浦市商工会 
法定経営指導員 

袖ケ浦市商工会 
事務局長 

袖ケ浦市商工会 

連
携 連

携 

小規模事業者を対象に、災害リスクの周知と損害保険の加入推進や
ＢＣＰ（事業継続計画）策定個別相談会の開催等 

千葉県商工会連合会 東京海上日動火災保険 

指
示 

報
告 

https://map.yahoo.co.jp/place?gid=1OwlZhGEz4g&fr=sydd_p-1-1-spot-ttl_loco&from_srv=search_web

